
令和３年９⽉17⽇〜10⽉19⽇
横浜市

都市計画市素案説明会
⻘葉美しが丘⼆丁⽬地区地区計画等の都市計画決定・変更について



〜説明内容〜

● 当該地の概要

● 本市上位計画等での位置づけ

● これまでのまちづくりの取組

● 当該地のまちづくりの考え⽅

● 都市計画市素案の概要

● 今後の都市計画⼿続
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川崎市域

たまプラーザ駅

東急⽥園都市線

約600ｍ

当該地の概要(⻘葉美しが丘⼆丁⽬地区)

■所在地 ⻘葉区美しが丘⼆丁⽬
■区域⾯積 約4.0ha美しが丘

⼩学校

美しが丘公園

美しが丘
東⼩学校
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当該地の概要(⻘葉美しが丘⼆丁⽬地区)
第⼀種中⾼層住居専⽤地域
・主に中⾼層住宅の良好な住環境を
保護する地域

・住宅のほか、病院、⼤学、500㎡
以下の店舗等が⽴地可能

第３種⾼度地区
・建築物の最⾼⾼さ15ｍ以下
・北側は７ｍの⾼さからの斜線制限
あり

川崎市域
(第⼀種中⾼層住居専⽤地域)
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凡例

第⼀種低層住居専⽤地域

第⼀種中⾼層住居専⽤地域

第⼆種中⾼層住居専⽤地域

近隣商業地域



当該地の概要(⻘葉美しが丘⼆丁⽬地区)

美しが丘
⼩学校

美しが丘
東⼩学校

美しが丘公園

■⼟地所有者は、国家公務員共済組合連合会
■現在は、解体⼯事中 (〜R3.12⽉予定)
■公募売却を経て新たな⼟地利⽤が想定
■現時点で、当該地の開発計画および開発事業者は未定
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川崎市域



当該地の概要(⻘葉美しが丘⼆丁⽬地区)

まちづくりに必要と考えられる
建物⽤途の誘導や公的空間の整備に向け、

⼟地所有者の協⼒を得て、⼟地の売却の前に、
建築物等の制限を都市計画に定めます。

そこで
・「⽤途地域」の変更
・「⾼度地区」の変更
・「地区計画」の決定 について
都市計画市素案を作成しました。

都市計画を決定・変更する区域
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〜説明内容〜

● 当該地の概要

● 本市上位計画等での位置づけ

● これまでのまちづくりの取組

● 当該地のまちづくりの考え⽅

● 都市計画市素案の概要

● 今後の都市計画⼿続
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本市上位計画等での位置づけ

横浜市都市計画マスタープラン（全体構想）(平成25年３⽉５⽇改定)
■郊外部の⼟地利⽤の基本⽅針
駅周辺の⽣活拠点においては、地域の持つ資源や特性などに応じた個

性的で魅⼒的な地区を形成し、働く、楽しむ、買うなどの機能について集
積・充実を図る。

また、⼤規模な⼟地利⽤転換があった場合には、地域の状況を踏ま
え、必要な機能の導⼊が図られるよう誘導するとし、特に北部⽅⾯にお
いては、これまで整備されてきた都市基盤を⽣かしつつ、活⼒ある駅周辺
形成に向けた⼟地利⽤の誘導、良好な居住環境を継続的に維持・確保
するため、建築協定や地区計画等を活⽤した⼟地利⽤を進める。
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本市上位計画等での位置づけ

横浜市都市計画マスタープラン⻘葉区プラン
「⻘葉区まちづくり指針」（平成29年９⽉５⽇改定）

■⼤規模団地の再⽣
団地の住⺠が住み続けられ、また、多様な世代が住まうことができるよう

な居住環境を確保する。合わせて地区計画等のまちづくり⼿法を活⽤し、
団地住⺠だけでなく、周辺住⺠の⾝近な⽣活⽀援となるような⽇常的な
買物・サービス施設や地域の交流の場、⼦育て⽀援施設、福祉施設、
地域防災に関する施設、働く場等の整備についても誘導する。
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本市上位計画等での位置づけ

⽥園都市線駅周辺のまちづくりプラン
たまプラーザ駅周辺の拠点づくり（令和２年３⽉改定）
■多様な世代のニーズに対応する機能の維持・向上

職住近接の実現に向けて、企業の事務所やサテライトオフィス、SOHO
等の業務機能の⽴地を誘導するとともに、多様な世代が豊かなライフスタイ
ルやワークスタイルを実現できるよう、⼦育て⽀援や⾼齢者⽀援の機能を
維持・向上するとともに、⼦育て中の⽅や、様々な活動に意欲的な⾼齢
者、新しい働き⽅を志向する若者などが活躍できる場の創出を推進する。

■安全で快適な交通環境づくり
歩⾏者と⾞の動線の錯綜を防ぎ、歩⾏者の安全性の確保を図る。
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本市上位計画等での位置づけ

横浜市住⽣活基本計画（平成30年２⽉改定）
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本市上位計画等での位置づけ

戦略４(2) 『⼈が、企業が集い躍動するまちづくり』
誰もが「住みたい」「住み続けたい」と思える郊外部

東急⽥園都市線沿線地域
・東急株式会社との連携

緑区⼗⽇市場町周辺地区
・市有地の活⽤

相鉄いずみ野線沿線地域
・相鉄グループとの連携

磯⼦区洋光台駅周辺地区
・都市再⽣機構との連携

持続可能な郊外住宅地推進地域 ５地区選定

京急沿線南部地域
・京浜急⾏電鉄株式会社
との連携

横浜市中期４か年計画2018〜2021（平成30年10⽉４⽇）
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〜説明内容〜

● 地区の概要

● 本市上位計画等の位置づけ

● これまでのまちづくりの取組

● 当該地のまちづくりの考え⽅

● 都市計画市素案の概要

● 今後の都市計画⼿続
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これまでのまちづくりの取組

・2012年から東急株式会社と共同し、東急⽥園都市線沿線を対象に、
郊外住宅地の抱える課題に対して、地域住⺠・⼤学・⺠間事業者・⾏政
の連携・協働によって解決を⽬指す取組。

・美しが丘１〜３丁⽬をモデル地区として、「基本構想」の策定や
「地域交流の社会実験」など郊外住宅地の再⽣に資する取組を実施。

東急⽥園都市線沿線地域 『次世代郊外まちづくり』

美しが丘三丁⽬

美しが丘⼀丁⽬
美しが丘⼆丁⽬

たまプラーザ駅

モデル地区位置図
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これまでのまちづくりの取組

住まいから歩ける範囲に
暮らしに必要な機能（買い物、
福祉、医療、⼦育て、コミュニティ
活動、就労など）を空家や空き

地、⼟地利⽤転換の機会などを
活⽤して適切に配置し、それらを
連携させていくという考え⽅

⽬指すまちの将来像

「コミュニティ・リビング・モデル」の実現
⼾建賃貸住宅

シェアハウス

コミュニティ
ビジネス

育児環境
⼦育て相談

世代間
バランス

コミュニティ・
レストラン

空家活⽤

医療
介護拠点

団地再⽣

空家活⽤

交流拠点

交流拠点

交流拠点

元気な
コミュニティ

【出典】次世代郊外まちづくり基本構想2013 ―東急⽥園都市線沿線モデル地区におけるまちづくりビジョン－（平成25年6⽉19⽇）
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これまでのまちづくりの取組
【凡例】

たまプラーザ駅
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【さんかくBASE】
地域交流拠点、コミュニティカフェ等

【ドレッセWISEたまプラーザ】
多世代向け住宅、地域利便施設
（保育所/コワーキングスペース/

コミュニティカフェ等）、広場等

新しい機能導⼊



〜説明内容〜

● 当該地の概要

● 本市上位計画等での位置づけ

● これまでのまちづくりの取組

● 当該地のまちづくりの考え⽅

● 都市計画市素案の概要

● 今後の都市計画⼿続
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当該地のまちづくりの考え⽅
当該地では⼟地利⽤転換の機会を捉えて
「コミュニティ・リビング・モデル」の実現に資する機能の誘導
「歩⾏者⽤の通路や広場」などの公的空間の整備

を⽬指す。

「コミュニティ・リビング・モデル」の実現に資する機能として
誘導していく⽤途（誘導⽤途）

・事務所
・店舗、飲⾷店等
・学校、図書館等
・ホテル⼜は旅館
・⽼⼈ホーム等

・⽼⼈福祉センター等
・診療所
・病院
・学習塾等
・美術品⼜は⼯芸品を制作する
ためのアトリエ⼜は⼯房
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〜説明内容〜

● 当該地の概要

● 本市上位計画等での位置づけ

● これまでのまちづくりの取組

● 当該地のまちづくりの考え⽅

● 都市計画市素案の概要

● 今後の都市計画⼿続
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都市計画市素案の概要

都市機能の維持増進、住環境の保護等を⽬的とした⼟地
の合理的利⽤を図るため、建築物の⽤途や容積率、建蔽
率等を定めている地域のこと。

⽤途
地域

⾼度
地区

地区
計画⽤途地域

・第⼀種低層住居専⽤地域
・第⼆種低層住居専⽤地域
・第⼀種中⾼層住居専⽤地域
・第⼆種中⾼層住居専⽤地域
・第⼀種住居地域
・第⼆種住居地域
・準住居地域
・⽥園住居地域

・近隣商業地域
・商業地域
・準⼯業地域
・⼯業地域
・⼯業専⽤地域
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都市計画市素案の概要 21

・第⼆種住居地域に変更し、事務所などの⽴地を可能にします。
・ただし、第⼆種住居地域で建築可能な娯楽施設など、
当該地に相応しくないと考えられる⽤途は地区計画で⽴地を制限します。
・第⼆種住居地域の容積率の最⾼限度は200%ですが、
当該地の容積率の最⾼限度は別途、地区計画で定めます。

⽤途地域の変更（第⼀種中⾼層住居専⽤地域→第⼆種住居地域）

200
二住

60

21

旧

川崎市域 川崎市域

新

150
一中高

60

150
一中高

60



都市計画市素案の概要

【出典】 横浜市ホームページ（https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/tetsuduki/kakunin/qakakunin.files/0018_20181018.pdf）

⾼度地区 ⽤途
地域

⾼度
地区

地区
計画

22

市街地の環境を維持するために、建築物の⾼さの最⾼限
度等を定める地区のこと。



都市計画市素案の概要 23

・⽤途地域の変更に伴い、⾼度地区を第３種⾼度地区から
第4種⾼度地区に変更しますが、当該地の⾼さの最⾼限度
は別途、地区計画で定めます。

【出典】 横浜市ホームページ（https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/tetsuduki/kakunin/qa-kakunin.files/0018_20181018.pdf）

⾼度地区の変更（第３種⾼度地区→第４種⾼度地区）

15ｍ
7ｍ

１
0.6

真北

第3種

7.5m

真北
１

0.6

20ｍ

第4種
最⾼⾼さ

旧 新
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都市計画市素案の概要 24

地区の特性に応じて、建築物の⽤途、建蔽率、容積率、
⾼さなどの制限や道路や公園などについて、きめ細かく定める
「地区レベルの都市計画」

・既に定められている建築基準法や都市計画の制限に対し、
新しいルールを追加

・定めたルールはその地区計画の区域内にのみ適⽤

⽤途
地域

⾼度
地区

地区
計画地区計画
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都市計画市素案の概要

25

地区計画の構成

⼟地利⽤の⽅針

建築物等の整備の⽅針
地区施設の整備の⽅針

緑化の⽅針

○ 地区計画の⽬標
○ 区域の整備、開発及び保全に関する⽅針

地区施設の配置及び規模
建築物等に関する事項

○ 地区整備計画
⽤途の制限
容積率の最⾼限度
容積率の最低限度
建蔽率の最⾼限度
壁⾯の位置の制限
⾼さの最⾼限度 等

25

※⾚字は条例化を予定
条例化した制限等は、建築基準法に基づく
建築確認の中で審査されます。



都市計画市素案の概要

⼤規模な社宅の廃⽌の機会を捉え、安全で快適な歩
⾏者空間のネットワークの形成を図りつつ、⼟地の合理的
かつ健全な⾼度利⽤により地域に必要な機能の誘導、脱
炭素社会の推進を⽬指すともに、地域内の連合⾃治会、
商店会、エリアマネジメント組織その他の組織等で⾏われ
る取組等との連携を図りながらまちづくりを進め、緑豊かで、
多世代かつ多様な住⺠が、暮らし、交流し、働き、活躍す
るまちへの再⽣を⽬指す。

2626

地区計画の⽬標
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都市計画市素案の概要 2727

コミュニティ・リビング・モデルの実現に資する業務や⽣活
⽀援などの機能を誘導するとともに、美しが丘公園に⾯す
る箇所については、公園の利⽤者を含めた地域交流の促
進やにぎわいの創出を図るため、⼟地の⾼度利⽤を図る。

⼟地利⽤の⽅針

27



都市計画市素案の概要 2828

職住近接の実現や昼間⼈⼝の増加による地域活⼒の
向上のため、周辺の住環境に配慮しつつ、事務所やサテライ
トオフィス、研究開発施設等の業務機能の⽴地を誘導する
とともに、⼦育て中の市⺠や、様々な活動に意欲的な市⺠
、新しい働き⽅を志向する市⺠などが豊かで充実したライフ
スタイルやワークスタイルを実現できるよう、教育や⼦育て
⽀援、⾼齢者⽀援、就労、交流などの機能を誘導する。こ
れらの機能を導⼊する場合には、区域内外の道路からわかり
やすい位置に誘導する。

建築物等の整備の⽅針

28



都市計画市素案の概要 2929

・地区内の住環境が保全されつつ地区施設として設ける
広場で活発な活動が⾏われるよう、広場に⾯して住宅
を設ける場合は、広場からの視線の遮蔽や防⾳のため、
開⼝部の向きや設え等で適切な措置を講じるものとする。

・脱炭素社会の形成の推進のため、省エネルギー性能の
⾼い設計とするとともに、再⽣可能エネルギー等の導⼊
やＣＡＳＢＥＥ横浜の環境性能についてＡランク以
上の評価とする等、建築物が周辺地域に与える環境
負荷の軽減を図る。

建築物等の整備の⽅針

29



都市計画市素案の概要 3030

・美しが丘公園や街路樹などまとまりのある緑との調和、
積極的な緑化を推進する。
・⾼⽊と中低⽊を組み合わせた量感のある植栽を⾏う。
・歩⾏者空間への⾼⽊等を中⼼とした連続的な緑化を⾏う。
・広場には、地域住⺠の交流の場となるよう
⾼⽊等の配置による快適な緑陰空間を形成する。

緑化の⽅針

30



都市計画市素案の概要 3131

・ゆとりある歩⾏者空間の形成を図るとともに、歩⾏者の
安全の確保を図るため、区域の東側、⻄側、南側及び
地区内を東⻄に横断する道路沿いには歩道状空地を
整備する。

・広場は、地域の交流や活動を促進するため、公園との
連続性に配慮した位置に整備する。

地区施設の整備の⽅針

31



都市計画市素案の概要 3232

凡例
地区計画・地区整備計画の区域

歩道状空地１ 幅員約３ｍ
歩道状空地２ 幅員約２ｍ
歩道状空地３ 幅員約２ｍ
歩⾏者⽤通路 幅員約２ｍ

広場 約500㎡

地区施設の配置及び規模（歩⾏者空間や広場などの公的空間）
32

川崎市域

美しが丘
⼩学校

美しが丘公園



都市計画市素案の概要（建築物等に関する事項） 33

・店舗、飲⾷店等（延床⾯積の合計が1,500㎡を超えるもの）
・⼯場（※１）
・ボーリング場等
・⾃動⾞教習所
・畜舎（※２）
・マージャン屋、ぱちんこ屋等
・カラオケボックス等
・倉庫業を営まない倉庫（※３）
・危険物の貯蔵⼜は処理に供するもの（※４）

⽤途の制限（建築してはならない⽤途）

33

※１ 店舗または飲⾷店に付属するものを除く ※３ 他の建築物に付属するものを除く
※２ 店舗に付属するものを除く ※４ ⾃⼰の使⽤のための貯蔵施設を除く



都市計画市素案の概要（建築物等に関する事項）

容積率の最⾼限度
34

「コミュニティ・リビング・モデル」の
実現に資する機能として

誘導していく⽤途（誘導⽤途）
・事務所
・店舗、飲⾷店等
・学校、図書館等
・ホテル⼜は旅館
・⽼⼈ホーム等
・⽼⼈福祉センター等
・診療所
・病院
・学習塾等
・美術品⼜は⼯芸品を制作するため
のアトリエ⼜は⼯房

美しが丘
⼩学校

川崎市域

美しが丘公園

A地区

B地区



都市計画市素案の概要（建築物等に関する事項）

容積率の最⾼限度

建物⽤途 現在の
指定容積率

地区計画
A地区（南側） B地区（北側）

①事務所 を含む建築物
及びその部分

150 %

250％ 200％

②誘導⽤途 （①を除く）
を含む建築物及びその部分 200％ 200％

③上記以外の建築物
及びその部分（住宅等） 150％ 150％

※３ 現在の第⼀種中⾼層住居専⽤地域では「事務所」を含む誘導⽤途の⼀部は⽴地不可

※１ 事務所の居室の床⾯積が、
事務所全体の床⾯積の1/4以上のもの

※２ 店舗、飲⾷店、学校、診療所など

35

※１

※２ ※３



都市計画市素案の概要（建築物等に関する事項）

住宅等

事務所

3636

・誘導⽤途等は容積率を⾼く設定し、地域に必要な機能を誘導

・誘導⽤途以外の建築物の部分は、
現在の指定容積率と同じ150％に制限

全体で
250％
が上限

（例）A地区における、①事務所 と ③住宅 の複合建築物の場合

誘導⽤途以外の部分は、
最⼤150％に制限

容積率の最⾼限度

※１ 事務所の居室の床⾯積が、事務所全体の床⾯積の1/4以上のもの

事務所部分は、
最⼤250％まで建築可能

（この場合、誘導⽤途以外はゼロ）

36

※１



都市計画市素案の概要（建築物等に関する事項） 373737

⾼さの最⾼限度
37

建物⽤途 現在の
最⾼⾼さ

地区計画
A地区（南側） B地区（北側）

①事務所を含む建築物

15ｍ

誘導⽤途を
1,000ｍ2以上

設ける場合
20ｍ

誘導⽤途を
500m2以上
設ける場合
最⼤20ｍ

②誘導⽤途（①を除く）
を含む建築物

③上記以外の建築物
（住宅、誘導⽤途の⾯積
が⼩さいもの等）

15ｍ 15m

※１ 事務所の居室の床⾯積が、
事務所全体の床⾯積の1/4以上のもの

※２ 店舗、飲⾷店、学校、診療所など

※１

※２ ※３

※３ 現在の第⼀種中⾼層住居専⽤地域では「事務所」を含む誘導⽤途の⼀部は⽴地不可

原則15ｍ



都市計画市素案の概要（建築物等に関する事項） 383838

・原則、15mまで（現⾏規制どおり）
B地区 ⾼さの最⾼限度について

TP+62

TP+67

TP+72

TP+77

TPとは …東京湾の平均海⾯からの⾼さを⽰すもので、全国の標⾼の基準となる指標値

TP+82

a
（地盤断⾯）

断⾯イメージ

38383838

b

a 視点

15ｍ15ｍ b

敷地境界
敷地境界



都市計画市素案の概要（建築物等に関する事項） 393939

・原則、15mまで（現⾏規制どおり）

・ただし、誘導⽤途を500m2以上設ける場合、
建物配置に応じて最⼤で⾼さ20ｍまで緩和

B地区 ⾼さの最⾼限度について

TP+62

TP+67

TP+72

TP+77

TPとは …東京湾の平均海⾯からの⾼さを⽰すもので、全国の標⾼の基準となる指標値

TP+82
TP+82ｍまで

緩和なし緩和あり

最⼤20ｍまで

周辺地域への影響を抑えながら、
⾼さ制限の緩和により誘導⽤途の誘導を図る。

断⾯イメージ

39393939

a

15ｍ

（次ページ参照）
（地盤断⾯）

15ｍ
20ｍ

敷地境界

b

敷地境界

b

a 視点



都市計画市素案の概要（建築物等に関する事項） 404040

北側の境界線上で最も低いc点の地盤⾯の⾼さ
TP＋67ｍに原則的な⾼さの最⾼限度15ｍを
加えたTP+82ｍを緩和の上限とします。

ｄ (TP+82)

c

B地区 TP+82mとは

TP+62

TP+67

TP+72

TP+77

TPとは …東京湾の平均海⾯からの⾼さを⽰すもので、全国の標⾼の基準となる指標値

視点

道路境界

40404040

TP+62

TP+67
TP+72

TP+77

d

道路境界

（地盤断⾯）

15ｍ
c

(TP+67)

TP+82 TP+82

断⾯イメージ



都市計画市素案の概要（建築物等に関する事項） 41414141

壁⾯の位置の制限

断⾯イメージ

壁⾯後退
５ｍ以上

壁⾯後退
10ｍ以上

歩道状空地
3m

道路境界線

41

建築物A地区

B地区

（凡例）
１号壁⾯ ２号壁⾯

地盤⾯からの⾼さ
15ｍ以上の部分

道路境界線より
10ｍ 以上

隣地境界線より
10ｍ 以上

地盤⾯からの⾼さ
15ｍ未満の部分

道路境界線より
５ｍ 以上

隣地境界線より
５ｍ 以上

⾼さ15m

⾞道



都市計画市素案の概要（建築物等に関する事項）

周辺の街並みとの調和のため

・誘導⽤途が建築物の低層部に設けられる場合には、
内部のにぎわいが周囲から望めるように配慮するものと
します。

・柱のデザインや素材で建築物の圧迫感を低減するように
配慮するものとします。

4242424242

形態⼜は意匠の制限



都市計画市素案の概要（建築物等に関する事項） 4343434343

敷地⾯積の最低限度
3,500㎡

建築⾯積の最低限度
1,500㎡

容積率の最低限度
50％

建蔽率の最⾼限度
60％（※）

緑化率の最低限度
15％

※準耐⽕建築物や街区の
⾓にある敷地は緩和あり



〜説明内容〜

● 当該地の概要

● 本市上位計画での位置づけ

● これまでのまちづくりの取組

● 当該地のまちづくりの⽅針

● 都市計画市素案の概要

● 今後の都市計画⼿続

44



今後の都市計画⼿続

都
市
計
画
決
定
・
変
更
の
告
示

条
例
に
基
づ
く
都
市
計
画
原
案
の
縦
覧

（
地
区
計
画
の
み
）
【
２
週
間
】

公
聴
会
（
令
和
３
年
11
月
15
日
）

（※

公
述
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
開
催
）

都
市
計
画
市
素
案
の
縦
覧
【
２
週
間
】

（
令
和
３
年
10
月
5
日
～
10
月
19
日
）

横
浜
市
都
市
計
画
審
議
会

都
市
計
画
法
に
基
づ
く

都
市
計
画
案
の
縦
覧
【
２
週
間
】

都
市
計
画
市
素
案
説
明
会
（
本
動
画
）

（
令
和
３
年
9
月
17
日
～
10
月
19
日
）

公述申出受付
【２週間】

意⾒書受付
【２週間】

意⾒書受付
【３週間】

※⼟地所有者等のみ

454545

質問書受付
【9/17~10/6】

45



今後の都市計画⼿続 464646

■市素案に対する質問書の受付

受付期間
(※期間内必着)

第１次︓令和３年９⽉17⽇(⾦)〜９⽉27⽇(⽉)
【回答は10⽉４⽇(⽉)】公表予定

第２次︓令和３年９⽉28⽇(⽕)〜10⽉６⽇(⽔)
【回答は10⽉13⽇(⽔)】公表予定

⼟・⽇・祝⽇を除く

提出⽅法

①電⼦申請
横浜市ホームページから申請
※システムメンテナンス（不定期）中は、使⽤できません。

②書⾯（郵送⼜は持参）
質問書を建築局都市計画課へ提出
（受付時間 午前８時45分〜午後５時15分）
※質問書の様式は、⾃由です。(住所、連絡先、⽒名、案件名

及び質問の内容を御記載ください。)

46



今後の都市計画⼿続 474747

■都市計画市素案の縦覧

期間 令和３年10⽉5⽇(⽕)〜10⽉19⽇(⽕) ⼟･⽇を除く
(受付時間 午前８時45分〜午後５時15分)

場所 横浜市建築局都市計画課

※⻘葉区役所区政推進課（４階73番窓⼝）で都市計画市素案
の写しを閲覧できます。 (受付時間 午前８時45分〜午後５時)

※横浜市ホームページで｢都市計画市素案の概要｣をご覧になれます。

47



今後の都市計画⼿続

申出期間
(※期間内必着)

令和３年10⽉５⽇(⽕)〜10⽉19⽇(⽕）
⼟･⽇を除く

申出⽅法

① 電⼦申請
横浜市ホームページから申請
※システムメンテナンス (不定期)中は、使⽤できません。
② 書⾯ (郵送⼜は持参)
公述申出書を建築局都市計画課へ提出
(受付時間 午前８時45分〜午後５時15分)
※公述申出書の様式は、⾃由です。(住所、連絡先、⽒名、

案件名及び意⾒の要旨を御記載ください。)
◆10⽉19⽇(⽕)午後５時15分 必着⼜は申請完了

484848

■公述の申出
関係住⺠及び利害関係⼈は、公述の申出ができます。

48



今後の都市計画⼿続

■公聴会 (※公述の申出があった場合に開催します。)

494949

⽇時 令和３年11⽉15⽇(⽉) 午前９時公開開始

開催
⽅法 横浜市ホームページ上での書⾯による意⾒の公開

◆10名を超える申出があった場合は抽選
◆公聴会の開催の有無は、10⽉21⽇（⽊）以降に、

横浜市ホームページ等でご確認ください。
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今後の都市計画⼿続

横浜市 建築局 住宅再⽣課
（横浜市中区本町６－50－10 市庁舎24階）
ＴＥＬ︓０４５－６７１－２９５４

■お問合せ先

505050

◇ 都市計画の内容について

横浜市 建築局 都市計画課
（横浜市中区本町６－50－10 市庁舎25階）
ＴＥＬ︓０４５－６７１－２６５７

◇ 都市計画の⼿続について
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